
平成29年1月4日（水）から、より安全な医療を提供すること
を目的に、当院で発行する院外処方せんに患者さんの検査値の
一部を表示します。検査値は、患者さんのお体の調子に合わせ
たお薬の量の調整や、副作用の初期症状をチェックするのに役
立つため、院外の保険薬局薬剤師が参考にします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

院外処方せんへの検査値記載について

本件に関するお問い合せ

練馬総合病院 薬剤科
電 話 03-5988-2290(平日8:30～17:30)
ＦＡＸ 03-5988-2326

【処方せん】

【検査値表示内容】

公益財団法人東京都医療保健協会

練馬総合病院

• お薬による治療を安全に行うためには検査結果の確認は重要です。
保険薬局に渡されることをお勧めします。

• 保険薬局に検査値の提示を望まない場合は、中央の点線部分を
切り離し、左側の『処方せん』のみを渡すこともできます。

検査値のお取り扱いについて

• 用紙をA5版→A4版へ変更し、左半分は従来の処方せんの様式、
右半分に検査値を印字します。

• 検査値は直近９０日以内で過去2回分の項目を印字します。

今までの処方せんとの主な変更点


